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平成30年度厚生労働科学研究費補助金 

障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

分担研究報告書 

 

相談支援専門員及びサービス管理責任者等の専門知識等の向上のための研究 

（分担研究報告書2） 

 

研究分担者 本名  靖 （東洋大学 教授） 

研究協力者 高木 憲司 （和洋女子大学 准教授） 

久田 はづき （目白大学 助教） 

 

研究要旨： 

本研究では、相談支援専門員とサービス管理責任者等が専門的な知識とスキルを獲得するために、共

通して受講できる専門コース別研修の標準プログラム案の開発に資するため、M県へのインタビュー調査

を実施した。 

 

Ａ．研究目的 

本研究では、相談支援専門員とサービス管理

責任者等が専門的な知識とスキルを獲得するた

めに、共通して受講できる専門コース別研修の標

準プログラム案を開発することを目的の一つとす

る。分担研究2では、相談支援専門員とサービス

管理責任者等が専門的な知識とスキルを獲得す

るために、共通して受講できる専門コース別研修

の標準プログラム案の開発に資するため、M県へ

のインタビュー調査を実施した。 

 

Ｂ 研究の方法 

〇インタビュー調査 

分担研究1において、各都道府県で既に実施

されている専門コース別研修等について調査し

た。その中から先進的と思われる事例について実

地でのインタビュー調査を以下の通り実施した。

また、その際、研修講師や行政担当者等への半

構造化インタビュー調査を実施し、研修内容の具

体的なポイントを明らかにする。これらの事例を収

集し、研修内容の要点整理と実施方法の分析結

果を踏まえて標準プログラム案の開発を行った。 

 

１）日時  2019年3月6日 10時～12時 

２）場所  M県庁 

３）対象  県職員、相談支援専門員、児発管 

４）インタビュー項目 

Q1. 現行の研修体系を組むにあたって、どの

ような問題意識が背景にありましたか。 

SQ1. 障害福祉における地域課題としてとら

えていることがあればお聞きする。 

SQ2. 課題抽出の方法を具体的に聞ければ

お聞きする。 

Q2. 各研修（特に障害児支援）講師の選出

方法について教えてください。 

Q3. 各研修（特に障害児支援）で受講者に

伝えたかったポイントを具体的に教えてく

ださい。 

Q4. 各研修（特に障害児支援）で受講者にポ

イントがしっかり伝わっているかの確認方

法（アンケート等）と、その結果概要を教え

てください。 

Q5. 各研修受講者（特に障害児支援）が研

修を修了し、現場の専門性が向上したと感

じられる事例等があれば教えてください。 

 

ここからは、障害児支援、就労支援のプログラ

ム案を提示して質問 

Q6. 今回整理した研修要点について、不十分

なところはありますか。具体的に教えてくだ

さい。 

  SQ1. 障害児支援研修プログラムについて 
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  SQ2. 就労支援研修プログラムについて 

Q7. 今回整理した要点に沿った研修を実施

する場合、評価できる点や不都合な点等

がありますか。具体的に教えてください。 

  SQ1. 障害児支援研修プログラムについて 

  SQ2. 就労支援研修プログラムについて 

 （研修運営に当たって評価できる点、不都合

な点等についてお聞きする。） 

Q8. この研修について期待すること等があれ

ばお聞かせください。 

Q9. 相談支援とサビ管・児発管が一緒に受

講する研修と考えていますが、メリット・デメ

リット等想定されることがあればお聞かせ

ください。 

Q10. その他 

 

（倫理面への配慮）                          

倫理的な配慮として、和洋女子大学人を対象

とする研究に関する倫理委員会に提出して承認

を得た。また、調査対象者の個人情報は、代表研

究者が厳重に保管するとともに、個人を特定でき

ないように匿名化し個人情報と連結不可能なデ

ータとした上で統計的処理を行う。なお、調査に

対しては拒否できることを明記した。 

 

Ｃ．研究結果 

〇インタビュー調査結果 

 

Q1. 現行の研修体系を組むにあたって、どのよ

うな問題意識が背景にありましたか。 

SQ1. 障害福祉における地域課題としてとらえて

いること 

 

地域課題等でも色々あるのですが、この研

修に絡んでというと、相談支援専門員の方は、

サービス管理責任者に関してもそうなのです

けれども。その質っていうのが、ばらつき大

きいというか、計画、例えば我々実地指導と

か出て、計画を拝見させていただいた時に、

ほぼ、みんな同じ内容だったとか。あるいは、

見直しをかけていくはずが、2 年ぐらい何も

変わってないとか、そういうところも散見さ

れることもあって。その養成するときに、そ

ういうところで計画を立てるような方々の質

というのを高める必要があるなと考えていま

す。 

 

相談支援の方もそうですけれども、それを受け

たサビ管の方についてはどうですか。 

 

相談支援、サビ管（児発管）ともに、サー

ビス等利用計画・個別支援計画の作成にばら

つきが大きい。支援の質を高めるために、サ

ービス等利用計画、個別支援計画を作成する

方々の質を高める必要があるなと考えており

ます。 

 

SQ2. 課題抽出の方法を具体的に聞ければお

聞きする。 

 

県と個々の事業者の方への関わりというと、

指導する場面というところと、あと県の自立

支援協議会で、県内 24 箇所の相談支援事業

所から相談員さん 1 人に来ていただいて、全

地域の相談員さんで協議いただく部会を作っ

ています。その中で、それぞれの地域の課題

について、アンケート調査を行う場面もある。

自立支援協議会で、なぜ十分な支援ができな

いのか、業務をする上での課題を出していた

だき、課題の把握は協議会等を通じてやって

いる。 

 

Q2. 各研修（特に障害児支援）講師の選出方

法について教えてください。 

 

専門コース別研修は相談支援協会さんのほ

うに委託している。テーマとしては、相談支

援と児童でいうと児発管さんとの連携と言う
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ところが大きなテーマにしているので、どち

らかと言うと相談支援専門員の中で児童の方

の支援に特に力を入れてやっているような人

を、講師役に立てて講師をお願いしている。 

 

Q3. 各研修（特に障害児支援）で受講者に伝え

たかったポイントを具体的に教えてください。 

 

児発管の研修で全体の進行、ファシリテー

ターをさせていただいた時に、受講者に伝え

たかったポイントとしては、穏やかな成人期

を迎えるために児童期の支援が、いかに大事

なのかって言うところは、強く伝えている。

学齢期、児童期に大事なことっていうところ

で、二次障害の予防であったりとか、保護者

の家族支援であったりとか、あとはその、成

人期と比べると頻繁に支援者と関わる人が変

わるので、その連携の大切さだったりとか、

一つの事業所で抱えないとか、障害分野だけ

で考えないとか。子育て支援であったりとか、

障害のあるお子さん特別支援学校に通ってい

たりすると、ほぼ地域との関わりがなく育っ

てしまうので、その子が住んでいる地域の中

でその子の居場所をどう作っていく。ほんと

に子供の育ちをベースにしているので、学齢

期の支援の大切がポイントとなる。国研プラ

スで結構強く伝えている。 

 

教育と、それからいろんな専門職と関わりを持

たないといけないというところで、そこのつながり

っていうのはどうですか? 

 

学校の先生とか毎年変わったりもしますし、

結構学校との連携の難しさっていうのは抱え

ることが多いので、だから子供のために連携

が必要だよねとか。何のために連携するのか、

ほんとに障害分野だけじゃなくて、サービス

だけでなんとかしようとしないで、インフォ

ーマルなサービスも含め。地域の理解者、先

生も含めですけど、あの理解者をどう増やし

ていくかを伝えている。 

 

子ども会っていうのもあるでしょうから、やっぱ

りそことのつながりとかも含めてって言うことです

か。 

 

情報としては伝えているが、そもそも子ど

も会からお声がかからないって言う現状があ

る。地域によって、いっぱい、ばらつきがい

っぱいあると思う。私は S 市なので S 市の事

しかわからないのですが、S 市の子ども会は

小学校単位なので、支援学校に通ってしまう

と、その後はその小学校地域にいても、そも

そも案内がこない。そこは、なんとか仕組み

を作りたいなぁっていうふうに思っている。 

 

Q4. 各研修（特に障害児支援）で受講者にポイ

ントがしっかり伝わっているかの確認方法（アンケ

ート等）と、その結果概要を教えてください。 

 

グループワークは 2 日目とか。１日目の後

半から2日目にかけてずっとグループワーク

なので、グループワークの中での発言だった

り、そこで調整したり。ファシリテーターい

ますので、ファシリテーターがそこで調整し、

終わったあと、ファシリテーターで振り返り

の時間をとって、気になる人に対して、どう

伝えればいいかを調整している。昼休みとか

終わった後とか、次の日の朝に調整の会議を

開いている。ちょっと気になる人がいたら複

数人で濃密に関わるようにしている。M 県で

は、試験をするわけではないので。なかなか

その、アンケートでは伝わっているのかわか

らないですね。 

 

 そのほかの確認方法は？ 

 

研修の後にアンケートをとっている。社会
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福祉協議会の方で研修していますので、そこ

で集計しているが、どのくらい理解できたか

というのは聞いて。例えば、5 段階で「十分

できた」とかそのくらい。しかし、どちらか

と言うと講師に対しての評価という感じにな

っている。 

 

アンケートでは、研修についてどうかっていうこ

とで、自分が理解したかについてはあんまり聞い

てないですよね。 

 

私2年連続でやらせてもらっているのです

けれど、1 年目はちょっと内容がわからなく

て、引き継いだままやって。そこでこれじゃ

まずいだろうなと思って、内容を見直し、2 年

目やったときに事前課題をかなり大幅に変え

た。それで、事前課題を出してもらったとき

に、その姿勢であったりとか、内容が不足し

ていれば、やり直しをさせたり。そのように

やって、少し、理解度が変化したと感じてい

る。そのぐらいですね。事後は弱いと思う。

また、もそも、こちらは、わかっているとい

う前提で話しているが、ある程度のキーワー

ドや前提とか持って、経験も含めて、資格も

持っていて座っているだろうと思っている。

だから、1 からは説明しないでやるのですけ

ど、そもそもわかってない、講義についてい

けないとアンケートに書いてある。受講者の

レベルをそろえることも、研修では大切だと

思う。 

 

このコース別研修では重心の人たちについて

は何かやっていますか。 

 

国研の中でも、それは入っているので、県

でもやっています。1 年目は私もわからない

ことが多かったので、1 人で全部講義したが、

2 年目は重心の部分に関しては、療育園とい

う、重心の方が入っている入所施設さんの職

員さんにお願いした。事例じゃないですけと

実践に合わせた形で、国研の内容プラスアル

ファで、M 県の現状や重心のコーディネータ

ーの話、今後につながる話をしてもらった。

そこは良かったと思っている。 

 

児発管研修の中でも、放課後等デイサービ

スの事業所が多いので、放課後等デイサービ

スも重心が中心の事業所とそうではない事業

所がある。そうじゃない所の事業所でも医ケ

アのお子さんを受け入れるというところを進

めていかないといけない。うちの事業所でも

放課後等あって医ケアのお子さんを受け入れ

ているので、そこの事例をお話しして、こう

いう風にやったら皆さんの放課後等デイサー

ビスでも近くに住んでいる医ケアのお子さん

受け入れられますよと話している。 

 

Q5. 各研修受講者（特に障害児支援）が研修

を修了し、現場の専門性が向上したと感じられる

事例等があれば教えてください。 

 

冒頭申し上げたような、計画の質が低いっ

て言う課題と、講師、ファシリテーターがい

ないという課題がある。その中で初任者研修

なので、実際に計画を作る実務よりは、その

理念重視というか。そもそもなぜ相談するの

か、みたいなことを強調して伝えていく作り

にはなっている。多分その他の分野を経験さ

れて初任者研修を受けられた方のアンケート

の回答には、やはり理念をわからずにやって

いたので、そこを今後意識して取り組みたい

という、声が毎年出ている。その部分をしっ

かり伝える機会がなかなか無い。相談でいう

と、そのファシリテーターを作ろうっていう

取り組みはしていまして。そのファシリテー

ターのいるグループにもう1人サブのファシ

リテーターみたいな人入れて、2 人体制で演

習を１年やってもらって。次の年は、サブの
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人がファシリテーターでするみたいなことは

取り込んでいて。受講者だった方がサブのフ

ァシリテーターになって、その後ファシリテ

ーターを担えるような形で、専門性が向上し

ていくみたいな流れを作りたいなと考えてい

るが、実際そのルートに乗ってる方って 3、

4 人…何人ぐらいですかね、今のところ。 

 

懸念されているのは、本年度の報酬改定を

受けて、該当児、非該当児になり、区分 1 区

分 2 の事業所に分かれることによって、例え

ば児発管の研修で頑張ろうってなったとして

も、やはり利益を重視しないと運営ができな

い。区分１と区分２で運営費が全然違う。そ

うするとあと 1 人、該当の子がいれば、区分

１になるなら、どうしてもやっぱりそっちを

選ばざるを得ないような、ジレンマが児発管

には、一生懸命やればやるほど、出てくる。

一生懸命該当だったお子さんを療育し、成長

して、今年の誕生月の更新の時に非該当にな

りました。よかったね。でもこの子が非該当

になったら、事業所が来年度は区分２だって

ってなるとすごい大変です。そうするとその

区分２のお子さんを里に出すじゃないですけ

ど、ほかの事業所でも頑張れるよって言って

外に出すのかきちっと卒業させるのは、その

子のために頑張りたい、専門性を高めたいっ

ていう思いとのジレンマっていうのは一生懸

命やればやるほど今の制度は…。特に株式会

社のところはより営利を求めるので、余計言

われるので、児発管の方たちがそういう話を

聞くことが多い。 

 

課題：専門性が向上して、障害児の状況が

変化することで、収入が減る。 

 

一方で、お母さんたちのニーズも多様化し

ている。放課後等デイサービスはそれこそ習

い事をやるのが中心の事業所がある。そうす

るとをやっぱり習い事のほうに行くわけです

よ、私たちとしては親子の関係性や、その子

の生活力を高めることを中心に考える。漢字

が書けるとか、数字かけるのも大事だけど、

特に幼少期には基本的生活習慣やコミュニケ

ーション能力とかも含め、育てていきたいと

思っていてもお母さんたちが、字が書けるよ

うになった、走れるようになった、踊れるよ

うになったとか、しゃべれるようになったっ

ていうそっちの事業所さんを選び始める。選

ばれるようにがんばりますけど、そっちに行

っちゃう。なんかお母さんたちの考えも変え

ていかなきゃいけない。そう思ってはいる。

習い事も悪くは無いけどそればっかりになっ

てしまったら、どんな大人になるのかなって

いうのは…そこのバランスを私はとても懸念

している。 

 

課題：保護者のニーズ（習い事など）に対

応しすぎることで、子どもの本来の育ちが

うまくいかなくなる可能性がある。保護者

の考え方を変えていく努力も必要。 

 

Q6. 今回整理した研修要点について、不十分な

ところはありますか。具体的に教えてください。 

  SQ1. 障害児支援研修プログラムについて 

特には感じない 

  SQ2. 就労支援研修プログラムについて 

特には感じない 

 

Q7. 今回整理した要点に沿った研修を実施する

場合、評価できる点や不都合な点等があります

か。具体的に教えてください。 

  SQ1. 障害児支援研修プログラムについて 

 

中身はあまり変わっていないという印象で

すね。児発管の研修は 2 日なんですが、相談

の専門コース別の障害児は 1 日にですね。今

回は 1 日と 1.5 日のプログラムにっている。 
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児発管が実際に相談員さんと一緒に受けら

れると言うことが想定されるかと思うので、

今後は統合で障害者の事例だけ使ったサビ管

研修を終えて、児発管をとるって方が出てき

たときに、どうかって言う感じだと思うんで

す。 

 

すいません。ぱっと見たので思い付かない

のですけど、その児童に関わる方たちにここ

を押さえておいて欲しいなって言うポイント

でいいんですよね。児童期って、すごく長い

ので、ライフステージごとに起こりうること

強く出てくる。小学校に上がるときの移行支

援。1 年生から 6 年生までの期間では、低学

年の時は1人ではワチャワチャしていてもそ

んなに目立たなかったけど、中学年位から他

者との関係性が大変になってきて、それこそ

二次障害の芽が出てくるタイミングがある。

この間に信頼できる大人との関係性、心地良

い関係性の経験をしっかり積むなどの細かい

ことがある。中学校に行った時はやっぱり思

春期、その思春期にどうやって向き合ってい

く、このようなタイミングによって、すごく

大事にしなくちゃいけないところなんかは丁

寧にやってほしい。母親も、揺れに対してど

う向き合っていくのかっていうところを。家

族支援ありますけど母親だけではなくって。

兄弟支援と言う所では、しっかりやってほし

い。あとはその二次障害を発症させないため

に、予防に関して、児発管の研修でもよく言

っている。そこもしっかりと取り組んでいた

だきたいと思う。発達に応じた支援計画の立

て方など。成人期だけ見てきた人は、どうし

てもわからないと思われる。アセスメントの

視点、その辺をしっかりやらないと、実態に

あわない計画を作って、結局、目標達成でき

ない計画を作ってしまうことになる。結局同

じ様に実態よりも低い漠然とした目標を立て

てしまって、みんな、その目標に向かってい

けない。だから、子供としての、育ちがわか

っていないと、そこに向かえない。障害児と

して見てしまうので、いつまでも子供扱いじ

ゃないですけど。赤ちゃん扱いのまま、大人

にさせてしまう。だから子供の育ちをきちん

と学んで欲しい。 

 

講義ではなかなか伝わりにくいところがあ

るので、演習の時間を割いていけるといいな

っていうのは思っている。ぱっと見ると演習

が多くないなって言うので。そこはちょっと

気になる。 

 

課題：成人の問題は児童期からの問題なの

で、指導のことも少し研修し、成人のとこ

ろで相談支援がきちっとできるようにや

っていく必要がある。そのような方法が効

果あると言うことになれば、今ある現象だ

け見ていれば、そこに対する対処の仕方し

かわからないけど、そこが生まれる背景の

ところを、きちんと検証しないと理解でき

ないということでは、研修の仕方の工夫も

必要だと思う。 

 

SQ2. 就労支援研修プログラムについて 

これも相談支援専門員さんが受けるって言

うイメージなのですかね。 

児童は両方出てくるのできっと一緒だと思

ったのですけど。こっちも相談も聞いてほし

いって言う事。正直どうなのですか、相談員

はこの内容を把握されているようなところな

のですかね。就労に関する企業文化の理解と

か、なかなか難しいのかなと思うのですけど。 

 

企業経営の基礎ですが、私の別のものだと

思っていました。運営のことだと思っていま

した。運営側で運営の基本を勉強するのかな

って思っていました。そうじゃなくてですね。
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運営の基本を学ぶのはアリだなって思った。

逆に。サビ管とか管理者で、ずっと福祉畑で

やってきて、運営もやらなくちゃいけない、

人員配置など。でも経営として考えなければ

ならないということなのでしょう。社会福祉

だけをやってきた人にとってはなかなか学ん

でこなかった部分だと思う。社会福祉士の勉

強の中にも、確か運営は含まれていると思う

のですけど。でも経営の視点は大事だなと思

って。それが必要だなと思った。 

 

疑問：他のコマに比べると 2.5 時間、すご

く多いように感じるんですけど、なんでこ

こにこんなに、ここそんな他に比べて、重

要なのかなと思うのですが。 

 

課題：サビ管研修を県の社会福祉協議会で

やってもらっているが、ちょっとこれは無

理かもしれないと思う。多分なじみのない

内容かと、ちょっと別の事業者を見つけて

行かないといけないと感じた。 

 

課題：合同研修となると、物理的な問題も

ある。そんな人数が入る部屋がない可能性

がある。 

 

研修運営に当たって評価できる点、不都合な

点等についてお聞きする。 

Q8. この研修について期待すること等があれば

お聞かせください。 

 

Q9. 相談支援とサビ管・児発管が一緒に受講す

る研修と考えていますが、メリット・デメリット等想

定されることがあればお聞かせください。 

 

共通講義もどっちにとっても不満が、特に

サビ管から不満が多くて、内容が相談支援向

きだって言うことで、サビ管の人の研修にし

たほうがいいのではないかって言う批判が結

構ありました。 

 

確かにそうですね一緒にやるって行った場

合、相談支援寄りの喋り口にどうしてもなっ

てしまう。後は合同でやる凄い人数になるじ

ゃないですか。その点は課題ですね。 

 

Q10. その他、ご意見があればお聞かせください。 

○サービス等利用計画と個別支援計画の連動に

関して 

基本的には担当者会がいろんな形の連携をど

うするかという会議を開く。それが開けないとサー

ビス等利用計画を作れないという内容になってい

るはずです。制度上がそうなっているが、そこで十

分な議論がお互いにできているについては、どの

ように考えているのか。 

 

担当者会議ところで、計画案の説明をする。

事業所の方からは個別支援計画を開示する。

そこの連動性がちゃんと取れているのか、そ

の確認ができて、そこでどちらかの計画を修

正できると望ましいと思っています。そのよ

うな仕掛けを時々やる事はありますけど、そ

こはお互い意識できるといいのかなと思う。

その連動が事業者さんだけの問題ということ

では決しない。去年の暮れに児発管さんから

電話をいただいたことがあって。半泣き状態

で電話をもらったのですけど、その内容てい

うのが毎月報告書を相談支援事業所のほうに

ペーパーであげているのですが、相談支援事

業所側から電話があって、毎月もらっている

報告書をどのように使っていいのかわからな

くて困っている、これどういうことですかっ

て、私が間違っているのですかという内容で

した。そういう電話をもらったことがあって、

いやいやそれは相談支援専門員が間違ってい

るよ、という話をした経過があったのです。

何を持って連動なのだっていう所では、お互

いしっかりと考えなくちゃいけないと思う。
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子どもの声をしっかりとお互いに見つめてい

る、考えているのだよ、ということになって

いないということすよね。もうこれは本当に

がっかりする話でした。 

 

○相談支援は、担当者会議の運営の仕方とか、

そこでの多職種との連携の仕方とかを講義する

のでしょうが、個別支援会議の中に、相談支援専

門員も入っていくような形を取れると、もう少し連

携がしっかり取れるのかなと思うのですけど、個

別支援会議の中に相談員が入るということはな

かなかないということですか。 

 

個別支援計画の書式が、相談支援とは違っ

て、それぞれになってしまっていることも原

因の一つかなと思う。昨年度からの国研では、

個別支援計画の中に、サービス等利用計画と、

総合的な支援方針を書くという、書式が良い

と伝えている。それが一般化されると、より

児発管がこれを意識して作んなきゃいけない

よねっていうふうになると思う。何せ標準書

式がないので、それぞれになってしまってい

るっていうところはあると思う。 

 

ただ法律に書いてない。個別支援計画にこ

れを書かなきゃいけないって言う項目はある

けれども、そのなかにサービス等利用計画の

総合的な支援の方針を書きなさいとは記載さ

れていない。だから余計に連動性がなくなっ

ているのかもしれない。 

 

今研修作りが、うちの協会のメンバーで、

ほぼほぼ固定された人たちで複数の研修を合

わせているような状態がある。相談支援専門

員がしっかりと研修作り、自分たちにとって

必要な研修作りをできるようにしていこうっ

ていうスタンスなのだが、そこをきちんと作

れるような人を養成しなければいけない。さ

らに、連携とか連動とかということもしっか

りと他分野の方々を巻き込んでいく必要があ

る。やはり、相談支援の側だけで研修の中身

を作るとか、ファシリテーターをやるという

のではなくて、サビ管、児発管にもファシリ

テーターとして協力してもらうことが大切だ

と思う。それこそ一緒に研修作りもしていき

たい。多分、相互の形作りをしていかないと

本質的な良い研修づくりには繋がっていかな

い。どちらかに偏った目線の研修作りに陥て

しまうと思う。 

 

課題：個別支援計画の書式が示されていな

い（項目のみが示されているが、サービス

等利用計画との連動性が意識された項目

がない）。サービス等利用計画との連動を

意識した示し方をする必要がある。 

 

課題：研修運営について、相談支援専門員

協会だけではなく、サビ管・児発管も一緒

になって作っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Ｄ．考察 

M 県のインタビュー調査結果から、いくつかの

課題が明らかになった。各課題とその背景につい

て考察する。 

 

課題１：専門性が向上して、障害児の状況

が変化することで、収入が減る。 

 

これは、例えば放課後等デイサービスにおいて、

平成 30年度の障害福祉サービス等報酬改定を

受けて、基準に該当する児童が 50％以上いる場

合は「区分 1」、50％に満たない場合は「区分 2」

となることとなった。該当児を療育し、更新時に非

該当になった場合、報酬が下がるケースが出てく

るということになる。子どもが成長して良かった半

面、成功報酬が得られるどころか報酬が下がる

結果となるというジレンマがあり、運営面で苦悩

するということである。 

この問題は、訓練系の事業ではいつも問題に

なる話でもあり、児童分野に初めて登場した報酬

体系であるため慣れておらず、理不尽さを感じて

しまうのであろう。ただ、インタビューでも答えられ

ているように、理屈はわかっているが、どうしても

運営上のことを思うとやるせないという感覚は理

解できる。 

だからといって、専門性の向上を目指さなけれ

ば選ばれる事業所にならないこともあり、報酬体

系のジレンマと研修による専門性向上は切り分け

て考えなければならない。 

 

課題 2：保護者のニーズ（習い事など）に

対応しすぎることで、子どもの本来の育ち

がうまくいかなくなる可能性がある。保護

者の考え方を変えていく努力も必要。 

 

保護者のニーズが多様化し、放課後等デイサ

ービスではそのニーズに対応するため、「習い事

（国語、算数など）」を中心に行う事業所がある。

しかし、児発管としては親子の関係性や、その子

の生活力を高めることを中心に考える。特に幼少

期には基本的生活習慣やコミュニケーション能力

などを育てていく必要があると考えるが、保護者

は、字が書けるようになった、走れるようになった、

踊れるようになった、しゃべれるようになったという

情報が入ると、そちらの事業所を選ぶ傾向がある。

保護者の療育に関する考え方も変えていかなけ

ればという思いがある。習い事も悪くは無いがバ

ランスが重要である。 

 

「障害児支援」のプログラム案について 

課題 3：成人の問題は児童期からの問題な

ので、指導のことも少し研修し、成人のと

ころで相談支援がきちっとできるように

やっていく必要がある。そのような方法が

効果あると言うことになれば、今ある現象

だけ見ていれば、そこに対する対処の仕方

しかわからないけど、そこが生まれる背景

のところを、きちんと検証しないと理解で

きないということでは、研修の仕方の工夫

も必要だと思う。 

 

「障害児支援」の新たなプログラム案で強調

すべきこととしては、ライフステージごとに様々な

課題が起こりうること。小学校に上がるときの移

行支援。1年生から6年生までの期間では、低学

年の時はそんなに目立たなかったけど、中学年位

から他者との関係性が大変になってきて、それこ

そ二次障害の芽が出てくるタイミングがある。この

間に信頼できる大人との関係性、心地良い関係

性の経験をしっかり積むなどの細かいことがある。

中学校に入れば思春期なので、その思春期にど

うやって向き合っていく、このようなタイミングによ

って、すごく大事にしなくてはいけないところなど

は丁寧にやってほしい。両親の、本人の揺れに対

してどう向き合っていくのか、きょうだい支援、も含

め家族支援という視点では、しっかりやってほしい。

あとは、二次障害を発症させないために、予防に
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関して、児発管の研修でもよく言っている。そこも

しっかりと取り組んでいただきたいと思う。発達に

応じた支援計画の立て方など。成人期だけ見て

きた人は、どうしてもわからないと思われる。アセ

スメントの視点、その辺をしっかりやらないと、実

態にあわない計画を作り、結局、目標達成できな

い計画を作ってしまうことになる。結局同じ様に実

態よりも低い漠然とした目標を立ててしまって、み

んな、その目標に向かっていけない。だから、子供

としての、育ちがわかっていないと、そこに向かえ

ない。障害児として見てしまうので、いつまでも子

供扱い・赤ちゃん扱いのまま、大人にさせてしまう。

だから子供の育ちをきちんと学んで欲しい。 

講義ではなかなか伝わりにくいところがあるの

で、演習の時間を多く持った方が良い。 

 

「就労支援」プログラム案について 

課題 4：「企業経営の基礎」が他のコマに比

べると多く感じる。相談支援も受講する上

で、ここが重要という趣旨が伝わるような

工夫が必要。 

課題 5：サビ管研修を県の社会福祉協議会

でやってもらっているが、講師の関係で難

しいと感じた。福祉分野の方は企業経営の

分野を話すことが難しい。しかし、福祉経

営も含めて重要なことだと思う。 

課題 6：合同研修となると、物理的な問題

もある。そんな人数が入る部屋がない可能

性がある。 

 

「就労支援」の新たなプログラム案では、相談

支援従事者も共通で受講する上で、「企業経営」

の分野などについて、相談支援専門員としても知

識がなければ、就労系事業所のサビ管と話が噛

み合わないということがどの程度あるのか、事例

なども用いて必要性を理解させる工夫が必要か

と思う。 

 

そのほか、課題の抽出について、M 県では、県

の自立支援協議会で、県内 24箇所の相談支援

事業所から相談支援専門員各1名に来ていただ

き、全地域の相談支援専門員で協議いただく部

会を作っており、その中で、それぞれの地域の課

題について、アンケート調査を行う場面もある。自

立支援協議会で、なぜ十分な支援ができないの

か、業務をする上での課題を出していただき、課

題の把握は協議会等を通じてやっているとのこと

であった。 

都道府県の協議会が市町村の協議会と連携

し、県内の共通課題や地域ごとの課題を把握し

ていくという好事例だと考えられる。 

 

Ｅ．結論 

本分担研究では、M 県の県職員、相談支援専

門員、児発管に対して、専門コース別研修につい

てインタビュー調査を行った。 

いくつかの課題を明らかにするとともに、その

背景について分析し考察を加えた。 

分担研究1と合わせて、本研究の目的である、

専門コース別研修標準プログラム案の作成に寄

与できたと考える。 
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